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※網掛は、重点項目 

地域公共交通の「リ・デザイン」の実現に向けた提言（案） 

 

地方の公共交通は人口減少や車社会の進展等に加え、コロナ禍の影響で交通事業

者の経営が悪化するなど、危機に直面している。 

その中でも、バス・タクシーの運転者不足は深刻であり、それに伴い、路線バスの維

持・確保やタクシーの需要に応じた供給が困難になってきている。 

国においても、令和５年６月に国土交通省の交通政策審議会交通体系分科会地域公

共交通部会において、『地域公共交通の「リ・デザイン」の実現に向けた新たな制度的枠

組み等に関する基本的な考え方』が示されるなど、地域公共交通の活性化に向けた議

論が継続されている。 

地域公共交通は住民の生活に必要不可欠なインフラであり、地域の実情に応じてま

ちづくりの観点から議論することが重要である。これからの地域公共交通においては、

交通事業者をはじめ、多様な主体と連携・協働しながら、より最適な交通ネットワークを

再構築するとともに、デジタル技術を有効に活用し、新たな移動需要にも応えられる利

便性・生産性の高い交通手段を創出することが求められている。 

ついては、中核市が、地域公共交通の「リ・デザイン」による持続可能なまちづくりを

目指し、より実効的な施策を展開できるよう、国土交通省を中心とした国の各省庁にお

いて、一層の連携や支援策を講じていただくよう、以下の事項について提言する。 

 

 

１ 地域公共交通の再構築・最適化 

（１）地域公共交通ネットワークの再構築・最適化 

①地域公共交通計画や利便増進実施計画の策定・推進にあたっては、交通事業者

等との連携・協働・合意形成が必要であり、計画の実効性を高めるためにも、計

画に位置付けた幹線・支線や広域での取組を含む利用促進への補助の拡充及

び要件緩和並びに社会資本整備総合交付金（地域公共交通再構築事業）の自

治体要望額への確実な予算措置を行うこと。また、鉄道事業再構築に係る社会

資本整備総合交付金に係る事業の自治体負担分に係る地財措置について、鉄

道事業者に自治体が出資していない場合でも、地方債の充当並びに普通交付

税の措置がなされるよう見直しを行うこと。 

②乗降データ等の収集は、交通事業者等のデータ提供に対する理解・協力が必要

であることから、事業者が保有するデータの利活用に関する統一的なルールの

整備や時刻表データのオープンデータ化についての義務化など必要な措置を講

じること。 

③関係者が有する移動関連データを統合し、地域のまちづくりにおける多様な関
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係者間でデータを共有し、分析・利活用できるプラットフォームの開発・運用に対

する財政負担が課題となっている。そのため、共通プラットフォームの構築・可視

化ツールの策定、データの利活用に係る費用への補助拡充及び情報提供等、継

続的な技術的・財政的支援を行うこと。 

 

（２）路線バス・コミュニティバスの維持・確保 

①地域間幹線系統確保維持費国庫補助金の補助要件では、「複数市町村を跨い

で運行していること」とされているが、行政区域内で完結する運行距離が著しく

長い路線が多数存在することや、地域公共交通計画に地域・区域間の移動手段

を担う役割として幹線を位置付けているものもあることから、地域住民の生活に

必要不可欠な生活交通の維持確保を図ることができるよう、各地域の実態を踏

まえながら、一の市町村内で完結する路線への補助を拡充するなど、要件設定

の見直しを行うこと。 

②地域間幹線系統確保維持費国庫補助金の補助要件のうち、１日当たりの輸送量

について、全国同一要件である「１５人以上」を地方部では地域特性に応じ「１０人

以上」に緩和する等、都市構造の特色などの観点より、全国同一要件ではなく人

口密度や人口分布等の地域性を取り入れた要件の設定を行うこと。 

③交通事業者の経営改善及び運転者の給与水準の改善を図るため、地域間幹線

系統確保維持費国庫補助金のブロック単価の見直しや限度額の引き上げなど

必要な措置を講じること。 

④地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金の補助要件のうち、接続性要件の

明確化及び新規性要件の緩和を行うとともに、地域旅客運送サービス継続実施

計画に位置付けられた運行系統に対する運行経費や車両購入費の補助拡充等、

路線バスが廃止される際に市町村がコミュニティバス等の代替手段を講じる場

合など、地域住民の移動手段の確保に対する支援を強化すること。 

 

２ 交通ＤＸの推進 

（１）ＭａａＳ 

①ＭａａＳの実現・活用に向け、様々な分野のシステム連携の基盤となる都市ＯＳの

構築に係る財政的支援や、国において汎用性の高い都市ＯＳを構築すること。 

②多様な交通モードをつなげる上で、事業者間の円滑な調整や事業者の負担軽減

を図っていく必要があることから、運賃決済等の初期費用や更新費用、利用手

数料等の運用経費、割引運賃の適用などに係るさらなる技術的・財政的支援を

講じること。 
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（２）自動運転 

①無人自動運転移動サービスの社会実装に向け、運行主体や運行管理、リスク分

担の考え方、ＯＤＤ（走行環境条件）の付与基準等のルール等について、国土交

通省を中心に早期整備するなど、国・地方が一体となった取組を行うこと。 

②全国展開を見据えた手動介入要因への対策等の自動運転技術の開発や道路等

のインフラ協調に関する技術指針、自動運転の導入マニュアル等の整備等を行

うこと。 

③実証実験に係る補助の複数年の事業採択、拡充及び必要な予算の確保に加え、

事業採算性の確保のため、社会実装に至った後の継続的な財政的支援を講じる

こと。 

④自動運転車両だけでは困難な安全対策を行うため、道路等のインフラの整備・

管理が必要となることから、ハード整備に係る補助拡充、継続的な財政的支援を

講じること。 

 

（３）ＡＩオンデマンド交通 

①ＡＩオンデマンド交通については、これまでのバス・タクシー等と比べて、より少な

い運転者と車両でより多くの需要に応えることが期待されるが、人口、地域特性、

移動実態等を踏まえた当該交通の適性が明確でないことから、導入時のマニュ

アルを整備すること。 

②システム構築などの導入費用に加え、運行に要する費用等のランニングコストが

高額である。このことから、地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金の補

助スキームの見直しなど、地域の交通手段を確保するために導入するＡＩオンデ

マンド交通の導入費用、運行経費（機器更新等を含む）に対する補助拡充・要件

緩和の設定を行うこと。 

 

（４）ライドシェア 

①自家用車活用事業については、安全性の確保を前提とし、地域によって公共交

通の実情は異なることから、既存のタクシー事業者との共存共栄が図られるよう、

地域の実情を反映できる制度設計とすること。 

②自家用有償旅客運送や自家用車活用事業については、導入や運行に係るノウ

ハウに関する技術的支援及び導入時の費用に係る財政的支援を講じること。 

 

３ バス・タクシーの新たな担い手確保策 

（１）運転者の確保・育成 

①コロナ禍で離職が進んだほか、改善基準告示の改正により深刻化している運転
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者不足について、事業者の運行の効率化等による対策では限界があることから、

二種免許取得に係る支援や人材確保セミナーの開催などの取組に対する補助

拡充等のさらなる支援を行うこと。 

 

（２）運転者の処遇改善等 

①運転者の給与水準や職場環境の向上など運転者の処遇改善につながる事業者

への直接的な補助制度を創設すること。 

 

４ その他 

（１）行政職員の育成 

①地域公共交通のリ・デザインなど、国の法制度が頻繁に変わる中で、法制度の理

解に加え、デジタル技術の活用等、自治体においてもデータ分析や施策立案に

係る専門的な知識を持つ人材の育成・確保が必要であるため、ウェブサイト等を

活用した国による人材育成研修の拡大・充実を図ること。 

 

（２）公共交通関係予算の拡大 

①道路等の予算額に比して、公共交通、特に地域交通に関する国の予算の絶対額

が不足していることから、予算を大幅に増額し、地域公共交通の維持・活性化に

必要な財政支援を講じること。 

 

（３）新たな自主財源の確保 

①国が示すコンパクト・プラス・ネットワークの考え方に基づき、自治体が地域公共

交通の維持・確保を図るためには、各種施策の実施に要する財源の安定的、か

つ、さらなる確保が不可欠であることから、新たな財源の確保について、調査研

究を行うこと。 

 

 

 

令和６年 月 日 

中 核 市 市 長 会 
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令和７年度税制改正に関する要請（案） 

 

中核市については、地方自治法その他の法令に基づき事務配分の特例が設けら

れ、権限移譲がなされた多くの事務を都道府県に代わり行っているにもかかわらず、

地方税制は画一的であり受益と負担の関係に不均衡が生じている。 

中核市が真の地方分権に向けてその機能や役割を十分果たしていくためには、自

主的かつ安定的な都市財政運営に必要な財源の確保が不可欠であるが、前述した

理由等により現状は極めて厳しい財政状況にある。 

よって令和７年度税制改正に関し、特に以下の事項について十分配慮するよう強く

要請する。 

 

１ 固定資産税の安定的確保 

固定資産税は、市町村税収の大宗を占める基幹税目として、安定的な行政サービ

スの提供に欠くことのできないものであり、その税収の動向は、中核市を含めた基礎

自治体の行財政運営を大きく左右するものであることから、制度の根幹を揺るがす

見直しは行うべきではなく現行制度を堅持すること。 

経済対策などに伴う政策的な減税措置は、本来、市町村の基幹税目である固定資

産税を用いて行うべきではなく、国税や国庫補助金など国の財源により実施すべき

性質のものであり、地方に減収を生じさせるような制度の見直しは行わないこと。 

 

２ 地方法人課税の偏在是正における地方への配慮 

「地方間における税源の偏在是正」及び「財政力格差の縮小」を進めるに当たって

は、企業誘致や地域の産業・経済活性化のための様々な施策を通じて税源涵養を図

っている中核市の努力が損なわれることがないよう配慮することが望ましい。  

また、法人住民税法人税割の交付税原資化は、地方消費税率の引上げに合わせ、

地方団体間の財政力格差を是正するために創設されたものであることを踏まえ、こ

の措置による財源については、引き続き必要な歳出を地方財政計画に確実に計上す

ること。 

さらに、国・地方を通じた法人関係税収は中核市の行政サービスを支える上で重

要な財源となっていることから、恒久減税による減収は恒久財源で補塡することを基

本とし、中核市の行財政運営に支障が生じないよう必要な財源措置を講ずること。 

 

３ 法人市民税の中間申告納付制度の見直し 

法人市民税の中間申告納付による還付加算金は、自治体への財政的な負担が非
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常に大きいため、還付加算金の適用を除外するなど、法人市民税の中間申告納付制

度を見直すこと。 

 少なくとも、確定申告の申告期限を延長した法人に係る還付加算金の算定におい

ては、平成29年度税制改正における申告期限延長月数の増による地方団体への影

響増大を踏まえ、当該延長期間を除外すること。 

 

４ ゴルフ場利用税の現行制度の堅持 

ゴルフ場利用税については、その税収の７割がゴルフ場所在市町村に交付されて

おり、ゴルフ場関連の財政需要に対する貴重な財源であることから、現行制度を堅持

すること。 

 

５ ふるさと納税における地方自治体の負担の縮小 

（１）ワンストップ特例制度に係る所得税控除相当額の補塡 

ふるさと納税ワンストップ特例制度に係る所得税控除相当額について、個人住民

税の減収分を全額国費で補塡するなど、制度の改善を図ること。 

（２）ふるさと納税制度の更なる適正化 

ふるさと納税制度については、高額所得者ほど控除と返礼品による経済的利益

を得られるなど公平性の観点からの問題も指摘されている。 

また、過度の返礼品競争により平成３１年度に税制が改正され適正化が図られた

ところではあるが、都市部においては寄附額より個人市民税における減収額が

大きく上回っているところであり、財政をひっ迫する要因の一つとなっている。 

一方で、地方では重要な財源となっている自治体もあることから、さらなる制度

の適正化を図ること。 

なお、令和５年10月に開催された、財政制度審議会においてふるさと納税制度に

基づく自治体への寄附金について、「特定財源」から「一般財源」への変更を検討

すべきとの提案がなされたが、地方創生を推進するための各自治体の創意工夫

による取り組みを抑制しかねない見直しは行わないこと。 

 

６ 地方税における税負担軽減措置等整理合理化 

地方税における非課税措置、課税標準特例措置等については、税負担の公平確

保の見地から、真に地域経済や住民生活に寄与するものに限られるよう慎重に検討

するとともに、効果が明らかでないものについては、速やかに整理合理化を図ること。 

また、地方税収に影響を及ぼす国税における租税特別措置についても見直しを行

うこと。 
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７ 国民健康保険制度の見直し及び財政支援 

（１）国民健康保険税への財政支援 

国民健康保険制度は、被保険者の低所得者が多い一方で医療費水準が高い構

造上の問題があり、他の医療保険制度と比較して保険料の負担率が高い。近年

の物価高騰は被保険者にとって実質的な負担増となっているほか、都道府県単

位での保険料水準の統一が被保険者にとって負担増となる場合もあることを踏

まえ、国において、抜本的な財政支援を早急に実施すること。 

なお、令和８年度から実施となる子ども・子育て支援金についても、低所得者へ

の軽減措置を設ける際には、国による保険者への十分な財政支援を行うこと。 

また、国において子ども・子育て支援金制度に係る国民への説明を十分に行うこ     

と。 

（２）所得税青色申告による純損失の繰越控除が行われた該当者等の軽減判定所

得の算出方法の見直し 

国民健康保険税の軽減判定所得を捉える際に、所得税青色申告による純損失

の繰越控除が行われた該当者等については、軽減判定所得の算出方法が専門

的かつ非常に複雑であり、間違いを生じやすい現状である。国において、平成  

３０年度に改正案の検討が行われたままとなっていることから、市区町村の事務

負担が大きくならず、間違いが生じにくい算出方法へ抜本的に制度の見直しを

行うこと。 

（３）子どもに係る均等割保険税の軽減制度の拡充 

令和４年度から未就学児に係る国民健康保険税の被保険者均等割の軽減措置

が導入されたところだが、子育て世帯のさらなる負担軽減を図るため、対象年齢

の拡大や軽減割合の引き上げなど、国の責任において財源を含めた子どもに係

る均等割保険税の軽減制度の拡充を行うこと。 

（４）世帯主以外の被保険者の納税義務の見直し 

国民健康保険税は、世帯主が納税義務者であるから、国民健康保険制度を利用

している被保険者であっても世帯主でなければ、納税義務が発生せず、滞納処

分もできない。国民健康保険制度の円滑な執行のため、世帯主以外の被保険者

に連帯納税義務を課すなど、制度の見直しを行うこと。 

（５）外国人の在留期間更新の際における国民健康保険税の納付証明書提出の義     

務化 

外国人被保険者が増加する中、国民健康保険に係る外国人収納率の向上は全

国的な課題であることから、外国人の在留期間更新の際における国民健康保険

税の納付証明書提出の義務化を「特定技能」に限定されている取扱いから、一

般税の納税額証明書と同様の在留資格申請まで拡大すること。 
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８ 電子化による事務効率化の推進 

（１）税務システムの標準化への対応 

税務システムの標準化については、情報を早期に提供するとともに、令和５年９

月８日に閣議決定した基本方針の変更により移行困難なシステムに関しては延

期が認められたものの、データ要件の標準に関する標準化基準には適合させる

こととする旨の記載もあることから、全自治体が安全かつ確実に移行できるよう

令和7年度中とされている目標とは別に移行期間を設けるなど、必要に応じて柔

軟な対応を検討すること。また、その改修経費や地方税共同機構に対する負担

金、その他改修に伴う所要の事務経費等を含め、国の責任において確実に財政

措置を講じること。 

（２）国から地方自治体への情報照会のオンライン化の実施 

国（国税局、税務署）から地方自治体への資産状況や滞納状況に関する情報照

会のオンライン化に当たっては、都道府県、市町村間の照会回答においても利用

できるシステムを構築すること。 

（３）処分通知のオンライン化の実施 

納税通知などの処分通知のオンライン化手法については、住民の利便性や制度

の利用促進の観点から早期に検討を行い、各省庁の連携のもと法整備を行い、

実施すること。 

（４）ｅＬＴＡＸを活用した税以外の公金収納への対応 

地方税統一ＱＲコード等を利用したｅＬＴＡＸ経由の納付方法について、遅くとも

令和8年9月までに、税以外の地方公金に対象を拡大する予定となっている。令

和5年4月に対象を地方税の全税目に拡大した際には、決済能力や処理容量に

不足があり、二重納付や入金・収納データの遅延が発生した。対象を拡大するに

あたっては、地方税をはじめ公金収納に影響を及ぼすことのないよう関係省庁

の連携のもと十分な準備を行う旨を税制改正大綱に盛り込むとともに、地方公

共団体への情報提供を迅速に行うこと。 

また、地方税統一ＱＲコード付き納付書に対応するため生じるシステム改修等の

コストについては、全ての自治体に共通して発生するものであるため、交付税措

置ではなく、国費負担による財源措置を行うこと。 

（５）電子納税の環境改善と効率的な徴収に繋がる仕組みの構築 

個人住民税（特別徴収分）や法人市民税の電子納税については、いわゆる「地 

方税共通納税システム」が令和元年10月から稼働しているが、社会的浸透に遅

れが生じている。 

当該税目の納税環境の改善を図るとともに、電子納税の義務化を検討するな
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ど、地方自治体がより効率的に徴収できる仕組みを構築すること。 

 

９ 地方税法の改正時期等 

地方自治の根幹である税条例の改正について地方議会での議論の時間や住民へ

の周知期間が十分確保されるよう、地方税法等の改正の時期について配慮するこ

と。 

なお、その改正内容について、各自治体に対して詳細な情報提供を行うこと。 

 また、システム改修に要する期間、時期、費用等、自治体の事務負担増につながら

ないよう配慮するとともに、経費については十分な財政措置を講じること。 

 

１０ 住民税制度の合理化、事務の円滑化 

（１）給与支払報告書への同一生計配偶者の項目追加 

合計所得金額が１，０００万円を超える納税者の配偶者は、以前は配偶者控除の

対象者として所得の把握等が行えていたが、令和元年度の住民税から、配偶者

控除が認められなくなり、全ての住民の所得状況を把握する住民税においては、

収入のない配偶者は未申告者となるため、給与支払報告書（個人別明細書）の

様式に、同一生計配偶者の項目を追加すること。 

（２）国税連携に係る所得税確定申告書データの早期提供 

所得税の確定申告書は、住民税を課税する上で重要かつ不可欠なものである。

そのため、個人住民税の当初課税事務及び個人住民税を基礎として算定する国

民健康保険税や介護保険料等の事務を適正かつ確実に行うためには、期限内

申告分の所得税の確定申告書データについては、遅くとも３月末までに市町村に

送信すること。また、期限後申告分の確定申告書データについては、６月以降、

月１回の送信となっているが、速やかに適正な課税を行えるよう、月１回に留まら

ないデータ送信を行うこと。 

（３）特別徴収対象年金所得者が死亡した際の個人住民税徴収方法 

特別徴収対象年金所得者が死亡した際、相続人代表者の特定に時間を要し、賦

課が滞る問題が生じている。 

よって、特別徴収対象年金所得者が死亡した際、同一世帯の筆頭者を相続人代

表者とみなすなど、実情に即した制度を構築すること。 

 

１１ 固定資産税制度の合理化、事務の円滑化 

（１）不動産登記名義人住所が国外の場合の、固定資産税及び都市計画税賦課徴 

収事務の円滑化 

土地・建物の不動産登記名義人の住所が国外の場合（以下「国外名義人」とい
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う。）について、民法等の一部を改正する法律及び相続等により取得した土地所

有権の国庫への帰属に関する法律が成立し、国外名義人の国内連絡先が所有

権登記の登記事項に追加された。不動産登記手続きを行う際に、課税庁に対す

る納税管理人の申告を義務付けるなど、国外名義人に対する賦課・徴収事務が

円滑に遂行できるよう規定を整備すること。 

（２）相続財産清算人等の選任 

相続人不存在や所有者居所不明の場合における、相続財産清算人及び不在者

財産管理人の選任制度を柔軟に活用できるよう法整備をすること。 

（３）税の返還に関する明確な法の整備 

地方税法に定める期間を超えて還付する場合の根拠規定につき、多数の自治体

で地方自治法第２３２条の２を適用して対応している状況であるため、全国的に

統一された根拠となるよう法を整備すること。 

（４）固定資産評価基準（土地・家屋）の整備 

固定資産評価基準の土地評価、特に宅地の画地計算に用いる補正率、家屋評

価の補正項目及び補正係数について、その判定方式の明示や解釈の統一化な

ど見直しを図ること。 

（５）非課税となる固定資産の明確化 

地方税法第３４８条第２項各号及び第４項の非課税の範囲を政令や省令等で明

確にし、全国の自治体で統一した解釈や判断ができるよう基準を整備すること。 

（６）不動産登記情報へのマイナンバー記載 

所有者不明の土地や家屋の発生予防のほか、地方団体の固定資産税課税事務

の効率化のため、登記申請時には、申請物件所有者のマイナンバー（個人番号）

の提出を義務付けるとともに、マイナンバーを記載した登記情報について、地方

税法第３８２条に基づき登記所から市町村長へ通知するよう、法務省に働きかけ

ること。 

（７）相続放棄時の固定資産税課税に係る法解釈 

民法第９３９条の相続放棄を行った者が、地方税法第３４３条第２項後段の「当該

土地又は家屋を現に所有している」場合の、課税の取扱いを明確にすること。 

（８）商業地における負担調整措置の見直し 

商業地等における負担水準が６０％～７０％の場合の課税標準額は、前年度の

課税標準額と同額に据え置かれるが、同じ価格の土地でも負担水準の違いで税

負担に差が生じるなど課題もあることから、税負担の公平性を確保するため、商

業地等における据置特例を廃止するなど、負担調整措置の見直しを図ること。 
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１２ 固定資産税・都市計画税に係る被災住宅用地等に対する課税標準の特例措

置等の延長 

災害により滅失又は損壊した住宅の敷地の用に供されていた土地については、市

町村長が認めた場合、原則として被災後２年度分に限り、当該土地を住宅用地とみ

なして固定資産税及び都市計画税の課税標準額を軽減する特例措置が設けられて

いるが、甚大な被害があった被災地については、人手・資材不足等により被災住宅の

撤去や新たな住宅の建設が遅れ、住居の再生が２年内に困難な場合も少なくないこ

とから、当該特例措置の適用期間を実情に合わせて延長すること。 

また、災害により滅失等した償却資産又は家屋の所有者が、代替資産を取得等し

た場合における特例措置等について、被災住宅用地の特例と同様に取得期間を延長

すること。 

 

１３ 軽自動車税制度の合理化、事務の円滑化 

（１）申告等情報の電子での提供の法制度化 

二輪の軽自動車等（１２５㏄超）の運輸支局で登録・廃車手続を行ったものについ

て、その登録廃車情報を申告情報と併せて該当の市区町村へ電子データにて提

供するよう法制度化し、事務の円滑化を図ること。 

また、令和７年から段階的にオンライン化する二輪の軽自動車等に係る軽自動車

税申告手続きのシステム改修等に要する経費については、十分な財政措置を講

じること。 

（２）軽ＯＳＳの利用促進 

三輪以上の軽自動車の新車購入時の申告等をオンライン化の対象とした軽ＯＳ

Ｓについて、国においても利用促進に係る広報活動を実施すること。 

また、「記載事項変更」についても軽ＯＳＳの対象とする場合には、定置場の異動

を新旧双方の市町村が把握できる仕組みとするなど、オンライン化に伴う事務負

担が生じない制度とすること。 

（３）種別割の標準税率 

軽自動車税種別割の標準税率に、特種用途自動車等の税率を規定すること。又

は、特種用途自動車等の課税の明確な基準を設けること。 

 

１４ 徴収事務の改善・円滑化 

（１）国外転出者への課税・徴収体制等の改善 

外国人住民の増加とともに、市税が未納のまま国外へ転出する事例が増えてい

ることから、出国前の納税管理人の設定の制度化など、納税漏れのないよう必要

な制度を構築すること。 
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（２）給与の差押え金額の計算範囲の変更 

生計を一にする親族に一定額以上の収入がある場合は、差押禁止額の算定基

礎とする生活扶助対象者から除外できるようにすること。 

（３）租税債権者による自動車（軽自動車・二輪車含む）の所有権代位移転登録制

度の創設 

滞納処分の差押えに当たり、所有権留保付き自動車の割賦代金が完済されてい

る場合において、租税債権者の代位や監督官庁の職権による所有権移転登録が

可能となるよう制度を見直すこと。 

（４）代表相続人に係る指定範囲の拡大 

地方団体の長による代表相続人の指定ができる場合を拡大するよう法令や手続

きの見直しを図ること。 

（５）公売手続き前の立入調査権の拡充 

国税徴収法に基づく公売手続きにおいて、第三者に使用させている不動産への

強制的な立入調査権を認める等、民事執行法と同様の措置を講じること。 

（６）固定資産税等の滞納に係る無剰余公売制度の創設  

民事執行法第６３条第２項と同様に、租税の執行機関に配当がなくとも手続き費

用を超えるなら、優先債権者の同意がある場合に限り公売を可能とする、無剰余

での公売制度を創設する等制度の改善を図ること。 

（７）ｅＬＴＡＸの機能の拡充 

ｅＬＴＡＸで納税された徴収金については、ｅＬＴＡＸを活用し還付や充当通知を

できるようにすること。 

（８）職権による特別徴収から普通徴収への切替え 

特別徴収による個人住民税を滞納している特別徴収義務者の義務者指定を職

権で取消し、普通徴収への切替えができるようにすること。 

（９）ｅＬＴＡＸを利用した収納方法の拡充 

納税環境整備の具体的手法として、eLTAXを利用した納税方法に、賦課決定

税目に係る口座振替（金融機関口座の事前登録により、継続して自動引き落とし

する方法（申告税目に係る電子申告と連動したダイレクト納付とは異なる））、クレ

ジットカード定期払い（クレジットカードの事前登録により、継続して自動決済す

る方法）及びコンビニエンスストア払いを加えること。また、ｅＬＴＡＸを経由する納

付を地方税以外の地方公金にも拡大した際には、当該地方公金の納付方法につ

いても同様に、口座振替、クレジットカード定期払い及びコンビニエンスストア払

いを利用できる環境を整えること。 

（10）短期被保険者証に代わる滞納世帯との接触機会・手段の創設 

マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴い、短期被保険者証が廃止され
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る。短期被保険者証の交付の趣旨は、市町村の窓口で短期被保険者証を発行

することを通じて、滞納世帯との接触の機会を設けることにあったことから、短期

被保険者証交付に代わる滞納世帯との接触機会・手段を設けること。 

（１１）森林環境税の減免に係る宥恕規定の創設 

森林環境税の免除において、個人住民税の減免の取扱いと整合を図るため、森    

林環境税の免除に該当することが明らかであり、かつ市長が必要と認める場合

に限り、被災者等からの申請なしに免除を適用することができる宥恕規定を設け

ること。 

 

１５ 家屋評価の公平公正な税制を 

家屋の評価は取引単価を考慮しない再建築価格方式であるにもかかわらず、居

住用超高層建築物に係る固定資産税の見直しの実施など、取引単価を考慮する改

正は、評価額算出の根本を揺るがすものである。 

よって、取引単価の考慮等、今後に波紋を広げるような税制改正は行わないこと。 

 

１６ 地方税財源の安定的確保 

経済政策等の政策的な減税措置を講ずる場合は、実施時期や方法等について地

方と事前協議を行い、意見を十分反映すること。また、地方財政に影響を及ぼすこと

のないよう、確実に全額国費で補塡すること。 

 

１７ 税務情報の開示が可能となる業務の明確化 

税務情報の開示が可能な業務・照会については、各自治体で地方税法上の守秘

義務が解除されるかどうかを判断して対応しているため、地方税法において、本人の

同意無しで開示可能となる対象業務を明確化すること。 

 

１８ 都市計画税制度の見直し 

（１）都市計画税充当事業の拡充 

都市計画税は地方税法において、都市計画法に基づいて行う都市計画事業又

は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるた

め、市町村が目的税として課税しているが、目的税である都市計画税の使途に

ついて過去に都市計画事業認可を受けて整備された施設の改修及び都市計画

事業認可を受けない都市施設の整備・改修に充当できるなど、充当対象事業の

拡充を図ること。 

さらに、バスやタクシーといった公共交通が重要な交通インフラとして位置づけら

れている地域において、生活交通の確保や維持、改善のため安定した財源を確
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保し、公共交通の更なる整備や充実が図られるよう、当該事業を都市計画税の

充当対象事業とすること。 

（２）課税基準の明確化 

地方税法第702条に規定されている、市街化調整区域内において都市計画税

を課税することができる「特別の事情」の明確化を図ること。 

 

１９ 国有資産等所在市町村交付金の見直し 

国有資産等所在市町村交付金制度については、固定資産税相当分についてのみ

対象とされているが、都市計画税相当分についても交付対象とするよう見直しを図る

こと。 

また、固定資産税及び都市計画税に相当する額について、算定基準を明確にする

こと。 

 

２０ 法令等の規制により減収となった固定資産税等を補塡するための財政措置 

土砂災害特別警戒区域等に存する土地など、法令等により利用制限がかかる土

地に対して減額している固定資産税等について、減収分を補塡する財政措置を講じ

ること。 

 

２１ ＥＢＰＭ推進のための税情報活用可能な考え方の明示 

ＥＢＰＭ（証拠に基づく政策立案）において、個人情報の匿名化・仮名化の手法とそ

の取扱いについて全国的に統一された一定の要件を設け、当該要件を満たすことで

税務情報を利活用することが可能になるような考え方（地方税法第22条の守秘義務

で禁止されている「窃用」に該当しないことの確認を含む。）を国として示すこと。 

 

２２ 事業所税における課税団体要件等の見直し 

人口が３０万人を下回った場合、課税団体の指定が取り消され、事業所税を課税

することができなくなるが、一方で、財政需要は急激に減少するものではない。 

よって、安定した住民サービスを提供できるよう課税団体要件の見直しや指定都

市取消による減収分の激変緩和措置の創設など、必要な措置を講じること。 

 

２３ 償却資産における電子申告システムの改善 

償却資産の電子申告方法について、国においてシステムの仕様を再構築するなど

各自治体における対応の差を解消し、業務負荷軽減を図ること。 
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令和６年 月 日 

中 核 市 市 長 会 
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